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令和６年第３回定例会議事日程（第２号） 

 

令和６年９月６日（金） 

午 前 10時 00分 開 議  

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 議案第37号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度吉富町一般会計補

正予算（第３号）について） 

 日程第３ 議案第38号 吉富町職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第４ 議案第39号 吉富町立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第５ 議案第40号 吉富町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 日程第６ 議案第41号 吉富町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第７ 議案第42号 令和５年度吉富町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第８ 議案第43号 令和５年度吉富町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第９ 議案第44号 令和５年度吉富町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第10 議案第45号 令和５年度吉富町奨学金特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第11 議案第46号 令和５年度吉富町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

 日程第12 議案第47号 令和５年度吉富町下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい

て 

 日程第13 報告第５号 令和５年度吉富町健全化判断比率の報告について 

 日程第14 報告第６号 令和５年度吉富町水道事業会計資金不足比率の報告について 

 日程第15 報告第７号 令和５年度吉富町下水道事業会計資金不足比率の報告について 

 日程第16 議案第48号 令和６年度吉富町一般会計補正予算（第４号）について 

 日程第17 議案第49号 令和６年度吉富町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について 

 日程第18 議案第50号 令和６年度吉富町水道事業会計補正予算（第２号）について 

 日程第19 議案第51号 教育委員会委員の任命について 

 日程第20 議案第52号 福岡県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する協議について 

 日程第21 報告第８号 経営状況の報告について（株式会社ツクローネ吉富） 
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午前10時00分開議 

○議長（山本 定生君）  おはようございます。御着席ください。ただいまの出席議員は１０名で、

定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

 なお、本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．会議録署名議員の指名について 

○議長（山本 定生君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員に、岸本議員、矢岡議員の２名を指名いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．議案第３７号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度吉富町一般

会計補正予算（第３号）について） 

○議長（山本 定生君）  日程第２、議案第３７号専決処分の承認を求めることについて（令和

６年度吉富町一般会計補正予算（第３号）について）を議題といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  それでは、議案書１ページをお願いいたします。 

 議案第３７号専決処分の承認を求めることについてでございます。 

 多額の法人町民税還付金が発生したことにより、予算が不足し、補正の必要が生じましたが、

還付加算金を増やさないよう、一刻も早く税の還付を行う必要があるため、議会を招集する時間

的余裕がなかったことから、地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和６年度吉富町一般

会計補正予算を令和６年７月２５日付で専決処分をしましたので、同条第３項の規定により報告

をし、承認を求めるものでございます。 

 一般会計補正予算書の第３号をお願いをいたします。 

 １ページをお願いをいたします。 

 令和６年度吉富町一般会計補正予算（第３号）としまして、第１条で、歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ６１１万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

４２億９,３４０万７,０００円とするものでございます。 

 なお、歳入については、財政調整基金を財源として、基金繰入金を計上をしております。 

 以上で説明を終わります。御承認いただきますようお願いいたします。 

○議長（山本 定生君）  これから質疑を行います。 

 質疑に当たっては、自己の意見は述べられないことになっております。なお、質疑の回数は、

同一議員につき、同一議題について３回を超えることができないようになっていますので、よろ

しくお願いいたします。 
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 また、質問者、答弁者の発言は、挙手をし、「議長」と発声の後、私から発言の指名を受けて

から行ってください。 

 以上のことを必ずお守りいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 それでは、ページを追って質疑に入ります。 

 補正予算書１ページ、歳入２ページ、歳出３ページ、次に４ページ、事項別明細書、総括歳入

５ページ、同じく総括歳出、次に歳入６ページ、歳入全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  次に、歳出に入ります。歳出７ページ、歳出全般について御質疑ありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  質疑なしと認めます。 

 歳入歳出全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  以上、補正予算書全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第３７号は、会議規則第３９条第３項

の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  御異議なしと認めます。よって、議案第３７号は委員会付託を省略する

ことに決しました。 

 次に、討論に入ります。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  討論なしと認めます。これにて質疑、討論を終わります。 

 これから本案を採決いたします。本案は原案のとおり承認することに御異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  御異議なしと認めます。よって、議案第３７号専決処分の承認を求める

ことについて（令和６年度吉富町一般会計補正予算（第３号）について）は、原案のとおり承認

することに決しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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日程第３．議案第３８号 吉富町職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（山本 定生君）  日程第３、議案第３８号吉富町職員定数条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  それでは、議案書３ページを御覧ください。 

 議案第３８号吉富町職員定数条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。 

 職員の定年延長の実施に伴い、定年退職者の減少が生じる中で、安定的かつ計画的な職員採用

を可能とし、職員構成の平準化を図り、組織の安定的な運営を維持することを主な目的として、

加えて職務の複雑性・困難性が増す中で、人材育成等に力を入れ、組織としての行政需要への対

応力を強化することも目指して、職員定数の増員を実施させていただきたく、本条例の一部を改

正するものでございます。 

 これまで本庁におきましては、平成４年に定数を３名増員して以来、８１名の職員定数を

３０年以上にわたって維持をしてまいりました。この間、平成の大合併や東日本大震災以降の防

災体制の強化、新型コロナウイルスなど、様々な社会情勢の変化により、職員の業務も複雑・高

度化してまいりましたが、何とかこれまで定数を増やすことなく頑張ってまいりました。 

 しかしながら、職員の段階的な定年延長が始まり、当面の間は定年退職者が大幅に減少するこ

ととなり、職員数が定数一杯の現状では、今の職員定数のままでは、職員の採用可能数も同様に

減少するため、職員の年齢構成や経験年数に大きな影響が生じる見込みとなりました。このまま

では、組織としての安定的な維持運営に支障が生じる可能性が高いことから、定年延長にかかわ

らず、これまでどおり平準化した計画的な採用を可能とするため、職員定数の増員を提案させて

いただくものでございます。 

 定数としては、今後１５年程度の定年延長による影響を考慮して、１０人の増員を提案をして

おります。これはすぐに１０人を増員するということではなく、今後１５年間を見越して、定年

退職者の減少に関係なく平準化された計画的な職員採用を実施していくための枠を確保させてい

ただきたいという趣旨でございます。 

 これにより、実際には定年延長をする職員の数だけ少しずつ職員数が増加をしていくことには

なりますが、人員の余力が生じることで、これまで課題となっておりました職員の時間外勤務が

常態化している部署への増員や、町が特に推進したい事業への専任の職員や推進室の設置、人材

育成のため、長期研修や国、県、他自治体等への派遣により職員に経験を積ませることで、組織

力の強化にもつながるものと考えております。また、職員の働き方改革、複雑高度化する行政需

要への適切な対応にもつながるものと考えております。 

 なお、今回の改正により職員定数は９１人となりますが、増員後の定数でも、本庁の類似団体
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の職員数の平均値より低い状況であり、この条例改正により最大限職員数が増えたとしても、類

似団体平均以下の職員数にとどまるということを申し添えたいと思います。 

 それでは、具体的な改正内容を御説明いたします。 

 議案書は４ページ、附属資料の新旧対照表は１ページとなります。 

 まず、第２条第１号中、６４人を７３人に改め、こちらは町長部局の職員定数を９人増やすも

のでございます。また、同条第８号中、７人を８人に改める、こちらは教育委員会部局の定数を

１人増員するものでございます。現状の人員構成や将来的な各部署の業務量の状況等を見据えて、

今回は町長部局と教育委員会部局の定数増を実施することとしております。 

 最後に、附則となります。 

 この条例は令和７年４月１日から施行することとし、今後、実施する職員採用も新しい条例定

数を踏まえて対応できればと考えております。 

 以上で説明を終わります。慎重に御審議の上、御議決くださいますようお願いいたします。 

○議長（山本 定生君）  これより質疑に入ります。本案に対して質疑はありませんか。太田議員。 

○議員（５番 太田 文則君）  おはようございます。今回の職員定数条例の件なんですけども、

一度に人数を増やすことではないというお話がありました。そういった中で、吉富町の現在の財

政的に人数を増やすことによって、財政的に問題ないのかどうか、お答えください。 

○議長（山本 定生君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  財政の面での御質問でございます。 

 非常に単純な計算をいたしますと、職員１人当たりの人件費といいますのは、全てを含めて約

７００万円程度ということになっております。決して少ない財政負担ではありませんので、当然

のことながら、財政運営に支障が生じないかどうかを常に意識をしながら、今回、１０人の増員

の枠はいただきますが、実際にどの程度職員を増員するのかにつきましては、その時々の財政状

況や将来の財政負担、こういったものも見据えながら慎重に判断をしてまいりたいと考えており

ます。 

 そしてまた、増員による人件費の財政負担を上回るような効果が見込めるように、私たち職員

もしっかりと住民の皆様に応える仕事をしていかなければならないというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山本 定生君）  太田議員。 

○議員（５番 太田 文則君）  そういった中で、職員の採用試験はもちろんあると思うんですけ

れども、どのような方法での採用試験を行っているのか、お答え願えますか。 

○議長（山本 定生君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  職員採用の試験の内容自体は、これまで同様、例えば、社会人
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枠が必要であれば社会人枠の試験を行ったり、様々な取組を行っておりますので、方法自体を変

えるという予定はございません。 

 ただ、採用する人数につきましては、これまでであれば定年退職者が発生して足りない数を補

うという形でありましたが、定年退職者が発生しない状況であっても、平準化した職員採用がで

きますように、毎年一定の数、例えば、２人なら２人という程度の採用を毎年続けていくという

ような形で考えております。 

 以上です。 

○議長（山本 定生君）  太田議員。 

○議員（５番 太田 文則君）  試験の内容をちょっと教えてもらいたいんですけど、例えば、昔

でいう、昔というと、ちょっと言い方は語弊があるんですけど、一般常識とかいうテストを行っ

ているのか、例えば、吉富町の将来像、あとは面接、そういうパターンでやっているのか、そこ

のところ、具体的に教えていただければ。 

○議長（山本 定生君）  ちょっと議案にそぐわんようですけど、総務、答えれますか。総務財政

課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  職員採用の内容につきましては、最近、一般的に行っておりま

すのが、まずはエントリーシートといいまして、様々な町からの質問に対して本人がお答えをし

ていただく、その内容を一次試験の内容とさせていただいて、まずは合否を決定する。その後、

二次試験のほうで面接試験行いまして、その場で、そのときに、ＳＰⅠといいまして、公務員に

限らず一般的な企業が多く採用している、そちらの教養試験といいますか、それと性格検査です

ね、そういったものを併せて実施をすることで、その方の教養が最低限備わっているかどうかと

いうことを確認をさせていただいております。 

 以上です。 

○議長（山本 定生君）  ほかにありませんか。岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  今のその採用試験なんですけど、例えば社会人枠で採るとか、新

卒で採るとか、そのことについての区別はあるんですか、一緒ですか。 

○議長（山本 定生君）  すみません、今の、関連質問でしょうかね。（「そうです」と呼ぶ者あ

り）かなり議案とは違う質問に聞こえますけど。（「はい、分かりました」と呼ぶ者あり）よろ

しいですか。総務財政課、どうします。答弁しますか。総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  社会人枠と、どういった方を採りたいかという目的によると思

います。社会人枠とはいいながらも、もちろん若くて新人の方でも能力が高いと判断できるよう

なことであれば、採用できるような状況にもしたいという思いもありますので、そういった場合

には特に区別はなく、年齢的に何歳までというような試験を実施する場合もあるかと思います。 
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 ただ、どうしてもやはり民間の経験があるような即戦力が欲しいといった場合には、社会人に

限定して採用するというようなこともあるかと思いますが、それはその時々の人員がどういった

人員を求めるかということによって変わってくるかと思いますので、そのときそのときで決めて

いくという形になります。 

 以上です。 

○議長（山本 定生君）  皆さんに説明いたします。すみません、議案に対する質問ということを

十分御理解の上で質問をお願いいたします。 

 ほかに質疑ありませんか。横川議員。 

○議員（６番 横川 清一君）  労働力を増やすというところは、大変私も気になっていたところ

で賛成なんですけれど、吉富にも行政改革審議会とかいうものがあると思うんですが、そういう

ところに答申しているのかどうか、それをお尋ねします。 

○議長（山本 定生君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  これは行政改革の実施計画の中にも職員定数の適正化という項

目がございまして、過去は、どちらかといえば減らす側で維持をするというほうがメインだった

んですが、今はやはりしっかりと必要な定数を確保するというところを行革の一つの逆の目標と

して設定をさせていただいた上で実施をさせていただいております。 

 以上です。 

○議長（山本 定生君）  他に質問ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第３８号は、総務文教委員会に付託し

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  御異議なしと認めます。よって、議案第３８号吉富町職員定数条例の一

部を改正する条例の制定については、総務文教委員会に付託することに決しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．議案第３９号 吉富町立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（山本 定生君）  日程第４、議案第３９号吉富町立保育所設置条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。子育て健康課長。 

○子育て健康課長（梅林正典君）  議案書の５ページをお願いいたします。 

 議案第３９号吉富町立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。 
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 本条例は、町立保育所を設置、運営、管理をしていくために必要な基本的事項を定めた条例に

なりますが、この条例に規定する保育所入所の要件に関する条文の中に、今の時代にそぐわない

表現が残ったままの状態となっていることから、適切な表現に改めるため、条例の一部改正を行

うものでございます。 

 議案書６ページ、併せて附属資料の２ページをお願いいたします。 

 第５条ただし書中、「次の各号の１に該当するものについては」を「特別の事情がある場合

は」に改め、同条各号を削る改正を行うものでございます。具体的に、現行の保育所入所を制限

する内容として、第１号では、「伝染病、その他悪質な疾患を有する者」、第２号では、「身体

が虚弱で集団保育に耐えない者」、第３号では、「精神病または悪癖を有する者」として規定し

ておりますが、特に第３号中、「精神病」という文言が、精神障害のある児童の保育所入所を制

限している内容となっており、障害者の権利利益の侵害と捉えかねない表現となっていることか

ら、福岡県から該当自治体に対し、適切な内容に改めるよう指導を受けたものでございます。 

 このことにより、改めて、改正内容について県からの指導助言をいただきながら、他の自治体

の条例も参考としつつ、今回、個別の入所制限の要件を列記するのではなく、「特別の事情があ

る場合」とする改正案としております。 

 なお、保育所の入所要件として、本条例に該当する事案で入所を制限した実績はございません。

附則としまして、この条例は公布の日から施行するとするものでございます。 

 以上で説明を終わります。慎重に御審議の上、御議決くださいますようお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（山本 定生君）  これより質疑に入ります。本案に対して質疑はありませんか。岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  「特別の事情」とあるんですけども、この「特別の事情」という

のを、誰がどのように認定するのでしょうか。また、どういうことを想定していることがありま

したら、教えてください。 

○議長（山本 定生君）  子育て健康課長。 

○子育て健康課長（梅林正典君）  この現行の規定にある各号の項目が、今回の特別の事情という

ことではなく、具体的には、保育所に通う中で集団保育に耐えられるかどうかというところの判

断になろうかと思います。その子のためにはどういった選択が望ましいのかということが大事な

ことであって、そのためには、医師や療育機関等の専門的な知識を有した方の御意見であったり、

保護者の意向を十分に尊重しながら、総合的に判断することになろうかと思います。そういった

意味から、条例の中で特定の病名などを入れて入所制限の要件を絞り込むということではなく、

今回の「特別の事情」という表現で、その子にとってよりよい選択が行えるよう、総合的に判断

することが望ましいと考えております。 
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 以上です。 

○議長（山本 定生君）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第３９号は、会議規則第３９条第３項

の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  御異議なしと認めます。よって、議案第３９号は委員会付託を省略する

ことに決しました。 

 次に、討論に入ります。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  討論なしと認めます。これにて質疑、討論を終わります。 

 これから本案を採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  御異議なしと認めます。よって、議案第３９号吉富町立保育所設置条例

の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決することに決しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．議案第４０号 吉富町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

○議長（山本 定生君）  日程第５、議案第４０号吉富町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。子育て健康課長。 

○子育て健康課長（梅林正典君）  議案書の７ページをお願いいたします。 

 議案第４０号吉富町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてでございます。 

 本条例は、ひとり親家庭等の父・母・児童の心身の健康の向上、福祉の増進に寄与するため、

医療を受けた場合に自己負担をしなければならない費用について、公費負担する内容を定めた条

例になりますが、引用する児童扶養手当法施行令において、昨今のひとり親の就労、収入の上昇

等を踏まえ、所得が増えても支援策が継続できるように所得制限額の引上げ等の改正が行われた

ところであり、本条例における対象者につきましても同様の措置を講じるため、必要な条例の一
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部改正を行うものでございます。 

 議案書の８ページ、併せて附属資料は３ページから４ページとなりますので、お願いいたしま

す。 

 第３条第２項第４号、第６号及び第７号中、第２条の４第８項を第２条の４第７項に改め、同

項第８号中第２条の４第７項を、第２条の４第６項に改める改正でございます。 

 ひとり親家庭等医療費の支給制度に関する所得制限については、児童扶養手当法施行令で定め

られた所得限度額を準用していることから、引用する政令において一部改正が行われたことに伴

い改正する案としております。 

 附則としまして、この条例は令和６年１１月１日から施行するとしまして、児童扶養手当法施

行令の一部改正の施行期日と合わせた施行日としております。 

 以上で説明を終わります。慎重に御審議の上、御議決くださいますようお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（山本 定生君）  これより質疑に入ります。本案に対して質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第４０号は、会議規則第３９条第３項

の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  御異議なしと認めます。よって、議案第４０号は委員会付託を省略する

ことに決しました。 

 次に、討論に入ります。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  討論なしと認めます。これにて質疑、討論を終わります。 

 これから本案を採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  御異議なしと認めます。よって、議案第４０号吉富町ひとり親家庭等医

療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決することに

決しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第６．議案第４１号 吉富町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 
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○議長（山本 定生君）  日程第６、議案第４１号吉富町国民健康保険条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。福祉保険課長。 

○福祉保険課長（友田 哲也君）  それでは、議案書の９ページをお開きください。 

 議案第４１号吉富町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。 

 それでは、提案理由について御説明を申し上げます。 

 議案書の１０ページと附属資料の５ページの新旧対照表も併せて御覧ください。 

 この改正は、国において行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律、いわゆるマイナンバー法の改正が行われ、マイナンバーカードと保険証の一体化により、

被保険者証と資格証明書が廃止されますことに伴い、本庁の条例につきましても、引用条文等の

所要の規定を改正するために、条例の一部を改正するものでございます。 

 それでは、新旧対照表を見ていただきながら御説明いたしますので、附属資料の５ページをお

願いいたします。 

 下線部分が今回の改正部分であります。第５条第２項では、被保険者が往診または歯科訪問診

療の給付を受ける場合の診療報酬の算定方法が変更されたことに伴う改正で、平成１８年厚生労

働省告示第９２号を平成２０年厚生労働省告示第５９号に改め、その２段下の項中７を項中

１１に改正いたします。次の第１３条では、法改正に伴う項ずれの修正のため、１行目後段の第

７項を第５項に改めます。 

 また、今後、基本的にはマイナンバーカードと保険証の一体化により、被保険者が町に被保険

者証を返還する機会がなくなりますので、第１３条中２行目の中ほどからの「もしくは、虚偽の

届出をした場合または同条第３項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場

合」を「または虚偽の届出をした場合」に改正いたします。 

 最後に、附則でございます。 

 議案書の１０ページ中頃の段の附則を御覧ください。 

 まず、施行期日につきましては、この条例は令和６年１２月２日から施行する。これはマイナ

ンバー法改正に準じた施行日となっております。 

 次の経過措置につきましては、この条例の施行日の前にした行為と合わせまして、経過措置に

記載の政令第９条の規定で有効期限まで継続使用ができます。町が現在交付している保険証を

１２月２日以降、滞納に伴う返還を求めて、これに応じない場合の罰則適用につきましては、な

お、従前の例によるとしております。 

 なお、今回の改正は法改正に伴うものであり、町独自の改正点はございません。 

 以上で説明を終わります。慎重に御審議の上、御議決くださいますようお願いいたします。 
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 以上です。 

○議長（山本 定生君）  これより質疑に入ります。本案に対して質疑はありませんか。岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  第１３条のところで、今回削除される「同条第３項の規定によ

り」というところが、その中身が、読んでみたら、「保険料の滞納が一定期間続いた場合は、保

険証、被保険証を返さなければならない」となっていたのですけれども、これが削除されること

によって、そこら辺の部分というか、滞納した場合の措置とかは、今からどういうふうになって

いくんでしょうか。 

○議長（山本 定生君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（友田 哲也君）  取扱いということで、短期証というところでお答えしたいと思

うんですけれども、今現在、短期証の取扱いについては、マイナ保険証が始まりましたらなくな

ります。それに対して、今のところ、給付に関しては、今現在、資格証明書というところで運用

されている部分につきましては、資格確認書（特別療養）というような形で新たな保険証ができ

るようになっております。 

 その取扱い、短期証自体はなくなるんですけれども、その短期証に対する取扱いというところ

が、資格確認書（特別療養）というところの取扱いになるかと思うんですが、そこの取扱いにつ

きましては、まだ国や県のほうから詳しく示されておりませんが、税務課のほうと今現在協議を

しておるところでございます。 

 この後、国、県から詳細な取扱いが示されましたら、税務課のほうと連携を取りながら、徴収

に関して支障がないような取扱いを進めていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（山本 定生君）  今ので理解できましたか。岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  大体分かったんですけど、こういう理解でいいですか。今までは

滞納した場合に、一定期間たった場合、被保険者証を返還してもらって短期保険証を渡していた

と。これから被保険者証がなくなったときに、被保険者証としてマイナンバーカードを発行して

いない方に対して、たしか資格証か何か、それが確認証と言うんですかね、出ると。その確認証

が今までの被保険者証と同じような取扱いになる。だから、滞納すれば、今まで被保険者証を返

還してもらっていたように、その資格確認書なるものを返還してもらうことになる、という理解

でいいですか。違いますか。 

○議長（山本 定生君）  税務課長。 

○税務課長（岩井 保子君）  現行の短期保険者証の取扱いなんですが、納税相談をいただいて、

分納誓約をきちんと守っていただいている方につきましては、短期保険証を発行しているところ

です。これがマイナ保険証になりますと、短期保険証というものがなくなりますので、基本的に
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はマイナ保険証か特別療養費の証明の２パターンしかもうなくなるんです。基本的には、保険証

の交付というのは福祉的な部分もございますので、病院にかかりたいのに、保険証がマイナ保険

証ではなくて特別療養費になってしまうということのないように、一旦、納税相談を受けていた

だきまして、今後、取扱いをどうするかというところは決めていきたいとは思っております。 

 やはり、悪質な滞納者に関しましては、厳しい措置をするべきかとは思いますが、基本的には、

分納誓約をしていただいて、きちんとお約束を守っていただいている方につきましては、３割負

担できるようにはしていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（山本 定生君）  岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  となると、この同項第３項というのを、このそのもの、この規定

ですね、国保ですよね、これ、第３項の、要するに、被保険者証を返還を求めることができると

いうような内容そのものが、もうなくなってしまうというふうに理解していいんですか。 

○議長（山本 定生君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（友田 哲也君）  基本的な話としましては、１２月２日以降、短期証というのは

もうなくなります。それに対して、今まで運用側としてしっかり納めてくれる方には、何か月と

か１年とか、そういったところでやっておりましたが、その運用ができなくなりますので、今度

新しくできる、今現在、その資格証明書と言われている部分、あくまであなたは国民健康保険の

方ですよという証明する部分ですね、それを使っていただくと、本人１０割負担してとかいう使

い方をしながらするんですけれども、そういった部分が資格確認書（特別療養）という形の新た

な保険証ができます。 

 その保険証の運用を、今後、そういう今まで短期証に該当していた方にどう対応していくかと

いうところのほうが、国、県からまだ示されていないので、今現在は内部で税務課のほうと協議

しているというような状況でございます。 

 以上です。 

○議長（山本 定生君）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第４１号は、会議規則第３９条第３項

の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  御異議なしと認めます。よって、議案第４１号は委員会付託を省略する

ことに決しました。 
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 次に、討論に入ります。反対討論はありませんか。岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  今回のこの条例改正案は、現行の被保険者証の廃止を前提として

います。こうした被保険者証の廃止をめぐっては反対の声も多い中、私も廃止すべきではない、

継続すべきと考えるので、反対いたします。 

○議長（山本 定生君）  賛成討論はありませんか。矢岡議員。 

○議員（９番 矢岡  匡君）  町独自の今後の話で、国に準ずるというところで、大方の共通感

覚を受けると述べさせていただいて、賛成討論といたします。 

○議長（山本 定生君）  反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  討論なしと認めます。これにて質疑、討論を終わります。 

 これから本案を採決いたします。御異議がありますので、起立により採決いたします。本案は

原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本 定生君）  起立多数であります。よって、議案第４１号吉富町国民健康保険条例の

一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決することに決しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第７．議案第４２号 令和５年度吉富町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第８．議案第４３号 令和５年度吉富町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第９．議案第４４号 令和５年度吉富町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第１０．議案第４５号 令和５年度吉富町奨学金特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

日程第１１．議案第４６号 令和５年度吉富町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定

について 

日程第１２．議案第４７号 令和５年度吉富町下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認

定について 

○議長（山本 定生君）  お諮りいたします。日程第７、議案第４２号から日程第１２、議案第

４７号までの６議案を一括議題にいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（山本 定生君）  御異議なしと認めます。よって、日程第７、議案第４２号令和５年度吉

富町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、日程第１２、議案第４７号令和５年度吉富町下

水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についてまでの６議案を一括議題にいたします。 

 代表監査委員に監査の報告を求めます。是石英俊監査委員。 

○代表監査委員（是石 英俊君）  地方自治法第２３３条第２項及び第２４１条第５項並びに地方

公営企業法第３０条第２項の規定により、令和５年度吉富町一般会計、特別会計及び水道事業会

計、下水道事業会計の決算並びに基金の運用状況を示す書類を審査した結果、その意見は次のと

おりであります。 

 １、審査対象、（１）令和５年度吉富町一般会計歳入歳出決算及び関係帳簿、証書類。（２）

令和５年度吉富町国民健康保険特別会計歳入歳出決算及び関係帳簿、証書類。（３）令和５年度

吉富町奨学金特別会計歳入歳出決算及び関係帳簿、証書類。（４）令和５年度吉富町後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算及び関係帳簿、証書類。（５）令和５年度吉富町水道事業会計剰余金

の処分及び決算並びに関係帳簿、証書類。（６）令和５年度吉富町下水道事業会計剰余金の処分

及び決算並びに関係帳簿、証書類。（７）基金の運用状況。 

 ２、審査終了期日、令和６年８月２６日。 

 各会計について、決算書及び出納日計簿、収入簿並びに支出簿により出納書類を照査の上、慎

重に審査した結果、決算は計数的に正確であり、財務執行は適正であると認定しました。 

 また、基金の運用状況については、その目的に従って適正かつ効率的に運用され、計数及び証

票書類、預金証書などともに合致しており、正確であると認めました。令和６年９月３日。吉富

町監査委員、是石利彦、同是石英俊。 

 以上です。 

○議長（山本 定生君）  ありがとうございました。 

 次に、決算の概要について、会計管理者に説明を求めます。会計管理者。 

○会計管理者（岩井 保子君）  それでは、町の各会計の令和５年度決算につきまして、お手元の

決算の概要により説明をいたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 この表は、一般会計及び特別会計における決算の総括表です。一番下の欄を御覧ください。 

 各会計の歳入決算の合計額は５２億１０４万８２０円、歳出決算の合計額は４９億

２,１６３万５,９５３円、繰越事業費繰越財源は９７９万５,０００円、差引残高は２億

６,９６０万９,８６７円です。 

 ２ページをお願いいたします。 

 令和５年度一般会計決算の概要について説明いたします。 



- 17 - 

 １、概要（１）予算額です。当初予算額３５億２,６００万円、補正予算額７億２,９２６万

７,０００円、令和４年度からの繰越事業費繰越額は３,１９８万７,０００円、予算現額は

４２億８,７２５万４,０００円です。 

 （２）決算額です。歳入額４３億３,０５５万３,２７２円、歳出額４０億７,５９４万

７,１９７円、歳入歳出差引残額は２億５,４６０万６,０７５円で、このうち、吉富町財政調整

基金条例の規定に基づき、１億３,０００万円の決算積立てを行いましたので、令和６年度への

繰越額は１億２,４６０万６,０７５円となっております。なお、この繰越額の中には９７９万

５,０００円の繰越明許費繰越額が含まれております。 

 （３）は、最近５か年度の決算額の状況を千円単位で表に示しております。 

 ２、歳入（１）歳入の決算額です。予算現額４２億８,７２５万４,０００円、調定額４３億

６,９２２万６,６７７円、収入済額４３億３,０５５万３,２７２円、不納欠損額３１万

８,４００円、収入未済額は３,８３５万５,００５円です。不納欠損額及び収入未済額の内訳は、

備考に記載のとおりです。 

 （２）は、歳入決算額の科目別内訳です。歳入の科目ごとに令和５年度と令和４年度を比較し

たものです。 

 ３ページ、３、歳出（１）歳出の決算額です。予算現額４２億８,７２５万４,０００円、支出

済額４０億７,５９４万７,１９７円、執行率は９５.０７％、不用額１億５,３４２万

８,８０３円、繰越明許費は５,７８７万８,０００円です。 

 （２）歳出決算額の科目別内訳です。各項ごとの歳出決算額を４ページにかけて記載をしてお

ります。備考欄の不用額等の内訳には、目ごとに１００万円以上の不用額及び繰越明許費につい

て記載をしております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 （３）歳出決算額の性質別内訳は、令和５年度と令和４年度の決算額を種別ごとに比較したも

のでございます。 

 ５ページ、４、町民の負担状況です。町民負担となる税や各種使用料等を令和５年度と令和

４年度で比較したものです。合計で９８３万５,０００円増加しており、歳入総額に対する割合

は１２.３５％となっております。 

 ５、町債の現在高です。前年度末現在高の合計額は３３億８,８６２万６,０００円で、令和

５年度中に新たに普通債で合計９,６４０万円、災害復旧債で６０万円、その他で１,４５８万

２,０００円の合計１億１,１５８万２,０００円を起債しておりますが、合計で３億７９８万

９,０００円を償還したことにより、本年度末現在高の合計は３１億９,２２１万９,０００円と

なり、昨年度より１億９,６４０万７,０００円減少しております。 
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 ６ページをお願いいたします。 

 ６、町有財産の状況です。土地は、別府の山林面積の現況差の調整に伴う増加と、旧玄光院グ

ラウンド及びゲートボール場、旧県営直江団地敷地の売却による減少で、差引き７,００８平方

メートル減少し、３４万２,９２１平方メートルとなっております。 

 建物は増減がなく３万１,１３５平方メートルです。 

 車両も増減はなく３０台の保有でございます。 

 一般会計に属する基金は、年度中に１億６,６４１万９,０００円増加し、基金合計額は２９億

３６５万４,０００円です。新たに積み立てた基金は、財政調整基金が１億４,０００万円、減債

基金が１,０２７万２,０００円、公共下水道事業費基金が１億４,０００万円、ふるさと吉富ま

ちづくり応援基金が２,３５９万８,０４２円、収入印紙購買基金が２２４万５,３００円です。 

 また、新たに公共施設等整備基金を設置し、２億円を新規で積み立てております。 

 ほかには利息積立てが合計で３４８万６,１６９円ありました。 

 取崩しを行った基金は、財政調整基金が１億８,８００万円、減債基金が６万１,０３１円、公

共下水道事業費基金が１億５,３００万円、ふるさと吉富まちづくり応援基金が９７８万

２,０００円、収入印紙等購買基金が２３４万３００円です。 

 備考欄には、各基金の令和６年３月３１日の現在高を記載しております。 

 権利、債権はともに年度中の増減はありません。 

 ７、一部事務組合財産の状況です。土地、建物に関する増減はありませんが、豊前市外二町清

掃施設組合において、令和５年４月から共同運営をしておりますし尿処理に係る土地、建物につ

いては財産処分協議中でございます。 

 組合債の残高につきましては、吉富町外一市中学校組合は１,９０４万７,０００円減少し、

１億３,４０５万８,０００円、豊前市外二町清掃施設組合は、し尿処理に係る組合債が新たに

２億９,１３１万６,０００円増え、京築広域市町村圏事務組合は６,２０９万９,０００円減少し、

２億５,１０７万３,０００円、京築地区水道企業団は２億９,６４２万２,０００円が減少し、

２６億２,２３２万７,０００円でございます。 

 ７ページから８ページにかけましては、歳入歳出決算の科目別の割合を円グラフで示しており

ます。 

 ９ページをお願いいたします。 

 国民健康保険特別会計決算の概要です。 

 １、概要、（１）予算額です。当初予算額８億１,４９３万８,０００円、補正予算額は

５,６６３万円の減額で、予算現額は７億５,８３０万８,０００円です。 

 （２）決算額です。歳入額７億３,１８２万２,２１９円、歳出額７億１,００２万４,１１７円、
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歳入歳出差引き残額は２,１７９万８,１０２円です。基金への積立てはありませんので、翌年度

繰越額は歳入歳出差引き残額と同額の２,１７９万８,１０２円です。 

 （３）は、最近３か年度の決算額の状況を千円単位で記載しております。 

 次に２、歳入、（１）歳入の決算額です。 

 予算現額７億５,８３０万８,０００円、調定額７億５,１８８万６,３００円、収入済額７億

３,１８２万２,２１９円、不納欠損はありません。収入未済額は２,００６万４,０８１円です。 

 （２）歳入決算額の科目別内訳は、歳入の科目ごとに令和５年度と令和４年度を比較したもの

でございます。 

 １０ページをお願いいたします。 

 ３、歳出、（１）歳出の決算額です。予算現額７億５,８３０万８,０００円、支出済額７億

１,００２万４,１１７円、執行率は９６.６３％、不用額は４,８２８万３,８８３円で内訳は備

考に記載しているとおりです。 

 （２）歳出決算額の科目別内訳は、歳出科目ごとの令和５年度と令和４年度の比較です。 

 ４、被保険者の負担状況です。被保険者負担となる税と手数料を令和５年度と令和４年度で比

較したもので、合計で５２７万６,７４４円減少し、歳入総額に対する割合は１４.４０％となっ

ております。 

 ５、基金です。保険給付費支払準備基金は年度中に利息２,７６０円を積み立てましたが、

３,５００万円を取り崩したため、３,４９９万７,２４０円減少し、本年度末現在高は７,５０５万

６,７６１円です。 

 高額療養資金貸付基金は年度中の増減はなく、本年度末現在高は、原資額の３５０万円です。 

 ６、債権はございません。 

 １１ページをお願いいたします。 

 奨学金特別会計決算の概要です。 

 １、予算額です。当初予算額３,３７８万８,０００円、補正予算額は１,６０７万円の減額で、

予算現額は１,７７１万８,０００円です。 

 ２、決算額です。歳入額１,７７２万１,０９５円、歳出額１,７７１万２,８５７円、歳入歳出

差引き残額は８,２３８円で、全額が翌年度への繰越額となります。 

 ３、歳入決算額は、科目ごとの予算現額と収入済額、差引き増減を記載しております。差引き

増減の三角表記は歳入超過を示しております。 

 ４、歳出の決算額は、科目ごとの予算現額と支出済額、不用額を記載しております。 

 ５、基金です。奨学金基金は年度中に利息と合わせて６００万８,９４４円を積み立て、今年

度末現在高は１億６１７万５,８７８円となっております。 
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 １２ページをお願いいたします。 

 後期高齢者医療特別会計決算の概要です。 

 １、予算額です。当初予算額１億２,３３８万９,０００円、補正予算額は２４９万

４,０００円の減額で、予算現額は１億２,０８９万５,０００円です。 

 ２、決算額です。歳入額１億２,０９４万４,２３４円、歳出額１億１,７９５万１,７８２円、

歳入歳出差引き残額は２９９万２,４５２円で、全額が翌年度への繰越額となります。 

 ３、歳入の決算額は、科目ごとの予算現額と収入済額、差引き増減及び令和４年度の決算額を

記載しております。差引き増減の三角表記は、歳入超過を示しております。 

 また、令和４年度決算額との比較は合計で４１８万７,５２４円の増額でございます。 

 ４、歳出の決算額です。科目ごとの予算現額と支出済額、不用額、令和４年度決算額を記載し

ております。令和４年度決算額との比較は合計で３９３万４,０７７円の増額です。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（山本 定生君）  引き続き、水道事業会計、下水道事業会計の決算の概要について担当課

長の説明を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（奥家 照彦君）  それでは、続きまして１３ページをお願いいたします。 

○議長（山本 定生君）  課長着座でお願いします。 

○上下水道課長（奥家 照彦君）  ありがとうございます。それでは着座にて失礼をいたします。 

 令和５年度吉富町水道事業会計決算の概要につきまして御説明いたします。 

 １、収益的収入及び支出。まず収入につきまして、当初予算額１億６,０１８万円に補正予算

額は４４万５,０００円、予算現額は１億６,０６２万５,０００円です。支出につきましては、

当初予算額１億３,３６３万円に補正予算額は６３万１,０００円、予算現額は１億３,４２６万

１,０００円です。これに対しまして決算額は、収入１億６,９９８万８,５７６円、支出は１億

２,１３７万２,０８１円で、収入支出差引き残高は４,８６１万６,４９５円となっております。 

 次に、２、資本的収入及び支出です。 

 収入につきましては、当初予算額２億６,５０７万１,０００円、地方公営企業法第２６条の規

定による繰越額１,６５３万８,０００円を合わせまして、予算現額は２億８,１６０万

９,０００円です。 

 支出につきましては、当初予算額３億４５２万９,０００円、地方公営企業法第２６条の規定

による繰越額１億３７４万３,０００円を合わせまして、予算現額は４億８２７万２,０００円と

なっております。 

 これに対し、決算額は収入２億６,５６０万９,０００円、支出は３億１６３万２,４６９円で、

収入支出差引き残高はマイナスの３,６０２万３,４６９円となっております。 
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 この資本的収入額が資本的支出額に不足する額３,６０２万３,４６９円は、過年度損益勘定留

保資金１,３８１万２,１９７円と、繰越工事資金８７万８,０００円、当年度消費税及び地方消

費税資本的収支調整額２,１３３万３,２７２円で補痾をいたしております。 

 続きまして、３、契約の要旨でございます。令和５年度における契約のうち、主なものを掲載

しております。下３つに掲載の令和４年度幸子浄水場送水ポンプ施設改良工事ほか、２つの工事

は繰越工事で施工したものであるため、令和５年度決算に計上されているものであります。 

 ４、業務についてであります。年度末給水人口のほか、記載の項目につきまして、令和５年度

と令和４年度を比較して掲載してございます。年度末給水人口は令和４年度に比べ１６人の増で

６,０２４人となっております。給水人口は微増でありますが、３行目、年間配水量、４行目、

年間１日平均配水量、５行目、年間給水量につきましては、令和４年度比で見ますと、いずれも

マイナスの数値となっております。 

 これは数年間続きましたコロナ禍も過ぎましたことから、自宅での水使用が減ってきたことが

あるのではないかというふうに分析をしております。 

 有収率につきましては、令和４年度に比べますと１.２１％マイナスの９７.０５％となってお

りますが、令和５年度も漏水の早期発見、早期修繕に努めまして、有収率といたしましては、良

好な値を保っておるところでございます。 

 今後も日々の配水量管理におきましては、入念な監視を行い、有収率の維持を図ってまいりた

いと考えております。 

 次に、５、企業債及び一時借入金の概要です。 

 企業債につきましては、前年度末残高５億８,２３８万６,６２３円に本年度借入高２億

２,０７０万円を加えまして、本年度償還高が２,２０５万７,４５９円ですので、これを差し引

きまして、本年度末残高は７億８,１０２万９,１６４円となっております。一時借入金はござい

ません。 

 ６、令和５年度水道事業会計固定資産明細でございます。固定資産の年度当初現在高は２２億

９,６１５万４,００７円で、当年度増加額が２億６,７２０万９,１００円、当年度減少額は

６,２９４万６,５２０円、差引きいたしました年度末現在高は２５億４１万６,５８７円です。 

 最後に、当年度減価償却増加額は３,６１４万４,１０２円、当年度減価償却減少額は

４,７１７万６,３４９円で、減価償却累計額総計は８億７,７８６万１,９５１円となっておりま

して、年度末償却未済高は１６億２,２５５万４,６３６円となっております。 

 以上が、令和５年度吉富町水道事業会計の決算の概要についてであります。 

 引き続きまして、１４ページをお願いいたします。 

 令和５年度吉富町下水道事業会計決算の概要につきまして説明をいたします。 
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 １、収益的収入及び支出です。収入につきましては、当初予算額が２億８,９０６万

９,０００円で、補正予算額はマイナス１,０４８万９,０００円、予算現額は２億７,８５８万円

です。 

 支出につきましては、当初予算額２億８,０１５万６,０００円に補正予算額マイナス７５７万

５,０００円、予算現額は２億７,２５８万１,０００円です。 

 これに対しまして決算額は、収入２億９,６８０万４,２４０円、支出は２億６,４０３万

１,９６１円で、収入支出差引き残高は３,２７７万２,２７９円となっております。 

 次に、２、資本的収入及び支出です。 

 収入につきましては、当初予算額３億１３５万１,０００円に、補正予算額マイナスの

１７８万２,０００円と地方公営企業法第２６条の規定による繰越額１億４,５６０万円を合わせ

まして、予算現額は４億４,５１６万９,０００円となっております。 

 支出につきましても、当初予算額４億８７９万７,０００円に補正予算額はなく、地方公営企

業法第２６条の規定による繰越額２億４,８３４万６,０００円を合わせまして、予算現額を６億

５,７１４万３,０００円としております。 

 これに対しまして、決算額は収入４億１６７万６,８００円、支出は５億９,４４８万

３,１７７円で、収入支出差引き残高はマイナス１億９,２８０万６,３７７円となっております。

この資本的収入額（前年度支出に充当した額が８９０万円）が資本的支出額に不足する額２億

１７０万６,３７７円は、過年度損益勘定留保資金２３８万１４２円と、当年度損益勘定留保資

金７,６７３万７,３８１円、繰越工事資金９,４６６万９,８００円、当年度消費税及び地方消費

税資本的収支調整額２,７９１万９,０５４円で補痾をいたしております。 

 続きまして、３、契約の要旨でございます。令和５年度における契約の中から主なものを掲載

しております。記載中１番下、令和４年度公共下水道事業県道山内吉富線面整備管渠（第２工

区）築造工事につきましては、繰越工事で施工したものになります。 

 ４、業務についてであります。 

 行政区域内人口のほか、記載の項目につきまして、令和５年度と令和４年度を比較して掲載し

てございます。行政区域内人口は令和４年度に比べ４５人の減というふうになっておりますが、

下水処理区域内人口は令和５年度４,３７２人と、３２人増加しております。 

 水洗化人口も令和５年度は２,４７１人と、供用開始区域の拡張に伴いまして６３人の増加、

年度末処理戸数も１,１５７戸となりまして、４５戸の増となっております。 

 普及率は令和５年度６６.３６％となりまして、昨年度より０.９３％の増、有収水量も下水道

使用者の増加に伴いまして、前年水量より６,１４９立方メートル増の２６万８,２３２立方メー

トルというふうになっております。 
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 住民の皆様の御理解、御協力をいただきながら、水洗化人口等、少しずつではありますが、上

昇をしているところでございます。引き続き御支援のほどよろしくお願いいたします。 

 ５、企業債及び一時借入金の概要です。企業債につきましては、前年度末残高２８億

４,２８２万９,５１３円に、本年度借入高２億６,７３０万円を加えまして、本年度償還高１億

２,６６９万６,７８０円を差し引きますと、本年度末残高は２９億８,３４３万２,７３３円とな

っております。 

 一時借入金はございません。 

 ６、令和５年度下水道事業会計固定資産明細でございます。固定資産の年度当初現在高は

５７億６,９３４万８,３９２円で、当年度増加額は４億６,１７１万５４４円、当年度減少額は

３,５１１万３,５４３円、差引きしました年度末現在高は６１億９,５９４万５,３９３円になり

ます。 

 最後に、当年度減価償却増加額は１億５,６２５万９,２７３円、当年度減価償却減少額は

３３万５,８５８円、減価償却累計額総計は７億６,３３５万２,２２２円となっており、年度末

償却未済高は５４億３,２５９万３,１７１円となっております。 

 以上で、令和５年度吉富町下水道事業会計決算の概要についての説明を終わります。 

 以上です。 

○議長（山本 定生君）  決算の概要説明は終わりました。 

 ここで暫時休憩をいたします。再開は１１時２０分といたします。 

午前11時13分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時20分再開 

○議長（山本 定生君）  再開いたします。 

 引き続き、議案第４２号令和５年度吉富町一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題といた

します。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第４２号については、本日は決算書の

内容について執行部からの説明を受けることにとどめ、質疑を省略し、予算決算委員会に付託し

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  御異議なしと認めます。よって、議案第４２号令和５年度吉富町一般会

計歳入歳出決算の認定については、本日は決算書の内容について執行部からの説明を受けること

にとどめ、質疑を省略し、予算決算委員会に付託することに決しました。 

 それでは、決算書の一般会計歳入歳出決算事項別明細書１ページから順を追って説明を求めま
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す。 

 なお、答弁者の各課長は、着座のままの説明を認めますので、よろしくお願いいたします。 

 では、事項別明細書１ページ。税務課長。 

○税務課長（岩井 保子君）  １ページから２ページにかけまして、１款町税について説明いたし

ます。 

 調定額は前年度より１,５２３万３,５８１円増加し、８億３,３８６万５,３４２円でございま

す。税別の内訳といたしまして、１項町民税が２,１６４万８,８５２円の増額で、そのうち、

１目個人町民税は２２４万１,５５２円、２目法人町民税は１,９４０万７,３００円、ともに増

額でございます。 

 ２項固定資産税は６９７万７,４００円減額しております。 

 ３項軽自動車税は５６万４,４５２円、４項たばこ税は６９万７,６７７円、ともに増額してお

ります。 

 収入済額は、前年度より１,４６０万３,１５１円増額の７億９,９３９万５０３円でございま

す。 

 不納欠損額は３１万８,４００円で、前年度より１７万５,５４５円減少しております。固定資

産税における現年課税分と滞納繰越分で、不納欠損の理由としましては、納税義務者の死亡に伴

う相続放棄が６件、法人の倒産に伴う納税義務者の不存在が２件でございます。滞納者数は

１３２人で、前年度より２１人減少しております。 

 以上です。 

○議長（山本 定生君）  続いて、２ページ。３ページ。副町長。 

○副町長（和才  薫君）  ２ページの中ほど、森林環境譲与税についてです。 

 収入済額で６８万２,０００円、こちらは令和元年度より施行された税でございます。今年度

は、この税収を活用し、後ほど出てまいりますが、林業振興費、工事請負費より７３万１,５００円

にて、吉富小学校に本棚２基、ロッカーを設置させていただいております。 

 以上です。 

○議長（山本 定生君）  続きまして、２ページ、同じく、ないですね。３ページ。４ページ。総

務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  ３ページをお願いいたします。 

 １０款１項１目地方交付税で、予算額１４億６,９３１万３,０００円に対し、調定額、収入済

額ともに１５億１５６万４,０００円でございます。 

 内訳としましては、１節普通交付税が予算額、調定額、収入済額全て１３億９,９３１万

３,０００円、２節特別交付税が予算額７,０００万円に対し、調定額、収入済額がともに１億
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２２５万１,０００円でございます。 

 このうち、普通交付税につきましては、対前年度比で５,４６０万円ほどの増となっておりま

すが、臨時財政対策債への振替分が前年度比１,６５０万円減少しているため、トータルで見ま

すと、前年度からは約３,８１０万円、２.８％ほどの増となっております。 

 一方で、特別交付税につきましては、地域おこし協力隊など特別交付税措置がされる事業費の

減などにより、前年度比約１,０９１万円、９.６％の減となっております。 

 以上でございます。 

○議長（山本 定生君）  子育て健康課長。 

○子育て健康課長（梅林正典君）  ４ページになります。 

 １２款１項１目１節の児童福祉費負担金です。調定額３,０７０万４,６３０円に対し、収入済

額３,０２８万２,８４０円、収入未済額は４２万２,７９０円です。 

 この内訳で、備考１番上の町立保育園保育料から５項目めの他市町村運営費負担金までの現年

分の保育料等の収入済額は２,０３７万８,７７０円、収入未済額は９万２,４８０円で、収納率

は９９.５％、滞納者は２名でございます。滞納繰越分の収入済額は５０万１,９６０円、収入未

済額は４７万３１０円で収納率は５１.６％、滞納者は８名となっております。 

 備考の下から２項目めの放課後児童クラブ保育料については収納率１００％で、現年分の調定

額及び収入済額は５３７万７,１００円で滞納繰越はございません。 

 以上でございます。 

○議長（山本 定生君）  ３ページ、４ページ、ありませんか。５ページ、６ページ、７ページ、

８ページ、９ページ、１０ページ、住民課長。 

○住民課長（南 博己君）  ９ページをお願いいたします。 

 上のほう、５目総務費補助金１節社会保障・税番号制度システム整備費補助金です。予算額

１,３７２万６,０００円に対しまして、調定額、収入額ともに４５２万５,０００円で、差額

９２０万１,０００円について御説明いたします。 

 備考欄の一番上、システム整備費補助金０円でございますが、こちらは戸籍に氏名の振り仮名

が記載されることに伴う住民基本台帳システムと戸籍附票システムの改修事業に伴う国庫補助金

でございます。この事業につきましては、国が示す仕様書に変更がありましたので、予算額

１,１７９万７,０００円全額を令和６年度に繰越しをいたしました。なお、補助率は１００％と

なっております。 

 その次、個人番号カード交付事務費補助金でございますが、こちらはマイナンバーカードの交

付事業に伴う国庫補助金で、補助率は約７５％となっております。この事業につきましては、予

算額１９２万９,０００円に対しまして、調定額、収入額ともに４５２万５,０００円でございま
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す。この２つの事業の差引額が９２０万１,０００円となっております。 

 以上でございます。 

○議長（山本 定生君）  ９ページ、１０ページありませんか。１１ページ、１２ページ、子育て

健康課長。 

○子育て健康課長（梅林正典君）  １１ページになります。１５款２項２目２節児童福祉費補助金

です。予算額６６７万９,０００円のうち、子育て健康課分の予算額は５９２万４,０００円に対

し調定額、収入額ともに４９０万２,０００円で、予算額を１０２万２,０００円下回っておりま

す。 

 この主な要因については、事業実績額に応じて補助される仕組みとなっております、備考欄上

から２番目の一時預かり事業費補助金が予算額１８万７,０００円に対し、収入額が２万

１,０００円となったこと、それから、上から５項目め、延長保育事業費補助金が予算額９３万

１,０００円に対し、収入額が２３万４,０００円となっており、歳出の事業費実績が予算計上を

下回ったことが主な要因となっております。 

 以上です。 

○議長（山本 定生君）  副町長。 

○副町長（和才  薫君）  同じく１２ページの中ほどになりますが、４目農林水産業費補助金

２節農業費補助金のうち、多目的機能支払交付金６７万３５０円についてです。 

 これは、令和５年度からの新規の取組に対する補助事業で、農業・農地の多面的機能の維持・

発展を図るための地域の共同活動に係る費用を支援する交付金で、国が２分の１、県が４分の

１で、県よりまとめて４分の３が交付されるものであり、令和５年度は、町内５地区において農

作業・農地の保全活動の組織を立ち上げ取り組んでいる事業に対して補助を行ったものでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（山本 定生君）  同じく１２ページありませんね。１３ページ、１４ページ。税務課長、

ごめんなさい。会計管理者。 

○会計管理者（岩井 保子君）  １４ページです。 

 １６款１項２目１節利子及び配当金は、基金利子全体で前年度より９２万６,９５６円増額の

４３０万９,０４９円でございます。 

 国や地方公共団体、財政投融資機関が発行する債券による資金運用を、令和４年度から開始し

ており、令和５年度は、財政調整基金、減債基金、地域振興基金、土地開発基金におきまして、

一括運用として新たに３億３,０００万円の債券を購入しております。 

 以上です。 
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○議長（山本 定生君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  同じく１４ページをお願いいたします。 

 １７款１項２目ふるさと吉富まちづくり応援寄附金で、予算額５,３６０万円に対し、調定額、

収入額ともに４,３３４万２,５００円でございます。 

 内訳としましては、個人版のふるさと納税が３,１４０件３,９７４万２,５００円で、前年度

比で件数は２００件ほど減少しておりますが、金額としては８７万円ほど増加をしております。

一方で、企業版ふるさと納税が３社で３６０万円にとどまり、前年度比でマイナス５社、

２,２８７万８,０００円の大幅な減少となっております。 

 個人版につきましては、前年度に牛肉の商品が当たり、その前の年度の倍近くの寄附をいただ

いておりましたが、令和５年度はその牛肉の商品の人気が下火となった代わりに、別の辛子明太

子の返礼品がヒットしたというおかげもありまして、ほぼ倍増した前年度と同じ水準を維持する

ことができました。一方、企業版ふるさと納税につきましては、前年度は本町のかわまちづくり

事業や脱炭素、ＳＤＧｓなどの取組に賛同をいただいた企業から多くの寄附をいただくことがで

きましたが、令和５年度は大変残念ながら議会の場での御指摘などもあり、企業側が本町に寄附

をすることを敬遠されたという事情もありまして、大幅に寄附額が減少する結果となってしまい

ました。 

 国は引き続き、企業版ふるさと納税について積極的に活用促進を図っていく考えでありますの

で、本町としましても、現状のマイナスイメージを何とか打開して、今後も貴重な自主財源とし

て個人版も含め、少しでも多くのふるさと納税を吉富町にいただけるよう精いっぱい取組を進め

てまいりたいと考えておりますので、議員の皆様にも御理解と御協力をいただければというふう

に思います。 

 以上でございます。 

○議長（山本 定生君）  １４ページまでありませんか。よろしいですか。１５ページ、１６ペー

ジ、１７ページまで。税務課長。 

○税務課長（岩井 保子君）  １７ページ。２２款１項１目１節自動車取得税交付金の２２万

７,７８９円は、一部の自動車メーカーによる燃費性能及び排出ガス性能に係る不正行為により

生じた自動車取得税の納付不足額に対する追加徴収に係る交付金でございます。 

 令和６年３月２８日に急遽交付決定通知が県から届きましたが、予算措置をしていなかったた

め、款項目を新たに設置し、受入れを行ったものでございます。 

 以上です。 

○議長（山本 定生君）  それでは、歳出１８ページ、１９ページ、２０ページ、２１ページ、

２２ページ、未来まちづくり課長。 
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○未来まちづくり課長（別府 真二君）  ２１ページお願いします。 

 ２款総務費１項総務管理費２目文書広報費１０節需用費の印刷製本費のうち４０万

５,０００円を、６目企画費１１節役務費の広告料に流用しております。ふるさと納税の寄附額

の増額を図るため、動画チラシによる広告掲載を展開するため、広告料として流用しております。

また、同じく、２目文書広報費１８節負担金補助及び交付金に１万５,０００円を予備費から流

用し、充当しております。広報コンクールに町の広報紙をエントリーするため、日本広報協会の

会費として支出しております。 

 以上です。 

○議長（山本 定生君）  同じく２１ページ、２２ページありませんね。２３ページ、２４ページ。

未来まちづくり課長。 

○未来まちづくり課長（別府 真二君）  ２款総務費１項総務管理費６目企画費１１節役務費の広

告料に、先ほどと同様に２目文書広報費１０節需用費の印刷製本費から４０万５,０００円を流

用し、充当しております。インターネット利用者に向けたふるさと納税のポップアップ広告での

動画チラシによる展開を図るため、広告料として支出しております。 

 以上です。 

○議長（山本 定生君）  ２３ページ、２４ページありませんか。副町長。 

○副町長（和才  薫君）  ２４ページお願いします。 

 上のほう、１８節の負担金補助及び交付金のうち、一番上の神楽の里づくり推進協議会負担金

１４万３,０００円が新規で上がっております。これは、これまでは県が主導の京築連帯アメニ

ティ都市圏推進会議というものに、毎年４０万３,８００円の負担金を出しておりましたが、こ

の解散に伴い縮小をして令和５年度からこの神楽の里づくりが各市町持ち回りで行われることに

より、今年度新規にこの負担金が上がってきたものです。内容は神楽を軸として京築の振興を図

るという協議会でございます。 

 以上です。 

○議長（山本 定生君）  ２４ページからありませんか。次は２５ページ、２６ページ、２７ペー

ジ、２８ページ。住民課長。 

○住民課長（南 博己君）  ２７ページお願いします。 

 ２款１項１４目まち・ひと・しごと創生事業費の１２節委託料です。備考欄の上から４番目空

き家調査委託料でございまして、前回平成２７年度に実施後８年ぶりに空き家・空き地実態調査

を実施いたしました。調査結果といたしましては、推定空き家件数が２３３件、空き地が

１６４件という結果でございまして、前回調査時の推定空き家が３３８件でしたが、これは町営

住宅の空き家等を含んでおりましたので、それを差し引いて、前回調査時の推定空き家が２８５件、
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今回が２３３件となりますので、８年間で５２件減っております。 

 以上でございます。 

○議長（山本 定生君）  副町長。 

○副町長（和才  薫君）  同じところです。 

 備考欄の地域おこし協力事業委託料０円、１番下の地域おこし協力隊お試し体験プログラム実

施委託料が０円となっておりますが、この辺につきましては、令和５年度は地域おこし協力隊の

募集を６月から令和６年１月にかけて行った結果、適時、関係課も含めて協議を行ってまいりま

したが、本町が求める人物像や、本町で地域協力隊活動をやりたいという情熱を感じられる該当

者がおりませんでした。 

 本制度は特別交付税の対象事業であり、応募者の居住している地域要件等があることから、そ

の地域要件や職歴等の書類選考や面接による人格適性検査の結果を基にオンライン面接を行い、

その中には３次選考へご案内をした応募者もおりましたが、最終的には辞退という結果になりま

したため、この２つの委託料が０円という結果になっております。 

 以上です。 

○議長（山本 定生君）  ２８ページありませんか。住民課長。 

○住民課長（南 博己君）  ２８ページをお願いいたします。上のほうです。 

 １５目交通政策費１２節委託料です。予算額１,４４３万８,０００円に対しまして、支出済額

１,０３１万７,６６６円で、４１２万３３４円不用額について御説明いたします。 

 備考欄に記載しております４つの公共交通の運行に必要な経費を計上しておりましたが、委託

料の支払いにつきましては、運行経費から運賃収入分を差し引いた金額を支払いいたしますので、

その分執行残が生じたものでございます。 

 １番下のデマンドタクシーにつきましては、委託業者の車両を使用していますので、車両の維

持管理費や人件費のほうが不要でございまして、予約があった日のみタクシーの運賃から１人当

たりの利用料を差し引いた金額が運行委託料となるため執行残が多くなっております。 

 以上でございます。 

○議長（山本 定生君）  ２８ページまでありませんか。２９ページ、３０ページ、３１ページ、

３２ページ、３３ページ、３４ページ。福祉保険課長。 

○福祉保険課長（友田 哲也君）  ３４ページお願いいたします。 

 ３款１項１目社会福祉総務費の２２節償還金利子及び割引料の２つの返還金の内容について御

説明いたします。 

 まずは上の返還金ですが、これは令和４年度に１世帯５万円の給付を実施いたしました、電

力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業の補助金に対する精算後の返還分になりま



- 30 - 

す。当初、概算で９５０世帯分の交付申請しておりましたが、支給の実績が８１５世帯となり、

事務費と事業費を合わせた金額を返還しております。 

 次に、その下の返還金は、令和４年度分の障害者関係の国や県の各種補助金７件分の返金額の

合計になっており、いずれも毎年利用する方の利用具合が見込みにくいというところがございま

して、翌年度で精算する流れになっております。その中で返還額が大きいものを幾つか挙げます

と、障害者自立支援給付費国庫負担金が３２１万１,３７７円、障害者医療費国庫負担金が

２４４万３,０６３円となっております。 

 以上です。 

○議長（山本 定生君）  ３４ページまでよろしいですか。３５ページ、３６ページ、３７ページ、

３８ページ、３９ページ、４０ページ。子育て健康課長。 

○子育て健康課長（梅林正典君）  ３款２項１目児童福祉総務費の１０節需用費です。１４３万

９６７円の不用額についてです。このうち、食料費の不用額が５９万６,９６８円、それから修

繕料の不用額が５３万６,２５０円と多くなっております。 

 まず、食料費については、学童保育のおやつ代で年度途中の退所による児童数の減や土曜日の

欠席などが主な要因となります。また、修繕料については、空気清浄機のフィルター交換予算を

計上しておりましたが、年間を通して特段の異常はなく使用ができましたので、この交換予算を

令和６年度予算に持ち越したことによる不用額が主な要因となっております。 

 続いて、１２節委託料です。６１５万２,２７６円の不用額についてです。保育所への年度末

までの新規入所に備え、予算を確保しておく必要があったため、不用額が生じております。 

 なお、支出額自体は令和４年度と比較しまして３,７８１万円ほどの増額となっております。

この増額となった主な要因は、委託料の単価として年齢や定員数ごとに定められた公定価格の増

額見直しが行われたこと、そのほかでは、昭和保育園の入所児童数が増加したことで約

１,５７４万円の増、それから、つくしんぼ保育所の認可により約１,２７５万円、町外施設への

入所児童数が増加したことで約１,０４６万円の増となっております。 

 以上です。 

○議長（山本 定生君）  ４０ページまでありませんか。よろしいですか。４１ページ、４２ペー

ジ。子育て健康課長。 

○子育て健康課長（梅林正典君）  ４１ページ、３款２項２目児童措置費の１８節負担金補助及び

交付金です。３００万１,３６７円の不用額についてです。主な要因は、備考の１番上の項目、

特別保育事業補助金で、その中の事業であります一時預かり事業と延長保育事業の利用実績が、

それぞれ予算計上数を下回ったことによりとなっております。次に、３目子ども医療対策費の

１９節扶助費です。備考にもありますように、予算不足により３８ページのひとり親家庭等医療
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費支給事業費の１９節扶助費から２２万４,０００円を流用しております。年度末の執行が予測

よりも多かったことから、流用したものとなっております。 

 なお、子ども医療については、昨年１０月に助成対象者を高校生年代まで拡大したことで、決

算額は令和４年度と比較しまして、４９０万円ほどの増となっております。 

 最後に、４目放課後児童対策事業費の１２節委託料です。２４８万８,０００円の不用額につ

いてです。障害児学童保育事業委託料について、豊前市宇島の施設で築城特別支援学校などに通

う児童生徒を対象としましたひまわり学童保育所とＮＰＯ法人鈴の音福祉会が運営しているもの

で、利用者負担のほか豊前市、吉富町の負担により運営しております。令和５年度は１人がこの

施設を利用いたしましたが、休所していた時期もありまして、平均人数が１を下回ったことから、

均等割、人口割の負担がなく、児童数割のみとなったことによる不用額となっております。 

 以上です。 

○議長（山本 定生君）  ４２ページまでよろしいですか。４３ページ、４４ページ、４５ページ、

４６ページ。住民課長。 

○住民課長（南 博己君）  ４６ページをお願いいたします。 

 ４款１項４目環境衛生費１８節負担金補助及び交付金です。予算額５,２９３万３,０００円に

対しまして、支出済額４,９４１万６,３７０円で、３５１万６,６３０円の不用額についてです。

備考欄の１番上、吉富町外一町環境衛生事務組合負担金で、３２１万６,０００円の不用額が出

ていますが、吉富町外一町環境衛生事務組合議会のほうが２月に開催され、負担金額の減額が決

定いたしましたが、その時点では減額補正することが間に合いませんでしたので、不用額として

残っております。 

 次に３番目、豊前市他二町清掃施設組合負担金で、令和４年度より３市町で、し尿の共同処理

を行うようになり、し尿処理にかかった経費を各市町の前年度搬入料により案分して、負担金を

算出しております。次の４番目、すみません、次のページになります。し尿処理施設建設負担金

で、吉富町と上毛町が清掃センターでし尿処理を行う前に、豊前市単独で改修していた施設の工

事費負担金を案分して算出しております。 

 以上でございます。 

○議長（山本 定生君）  ４７ページ、４８ページ、４９ページ、５０ページ、５１ページ、

５２ページ。副町長。 

○副町長（和才  薫君）  ５２ページお願いします。 

 ５目農地費中ほどの１２節委託料の中の上から２番目、排水機場保守点検業務委託料です。こ

れは新規の項目になりますが、こちらは、これまでは界木にあります排水機場の点検につきまし

ては、職員により定期点検を行い稼働に問題なく執り行ってまいりましたが、点検には専門知識
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が必要であるため台風や大雨のとき、支障なく稼働させるため業者委託を行ったものであり、排

水機場の施工業者である株式会社クボタ環境エンジニアリングへ点検を頼んだものでございます。 

 その少し下です。１８節の負担金補助及び交付金の１番下、多面的機能支払交付金についてで

す。こちらは県費補助金でも少し説明させていただきましたが、令和５年４月に吉富町農地・

水・環境保全活動組織設立の総会を開催し、本格的に取組を開始しております。現在の活動地域

は、幸子上地区、幸子古地区、神揚地区、別府のチシャゲ水系地区、小犬丸界木地区の合計５地

区が活動をいただいております。 

 以上です。 

○議長（山本 定生君）  ５２ページよろしいですか。５３ページ、５４ページ、建設課長。 

○建設課長（軍神 宏充君）  ６款２項３目１０節需用費の不用額２２万８,１９１円でございま

す。こちらは、主に突発的な修繕対応としての修繕料の残額でございます。 

 以上です。 

○議長（山本 定生君）  ５３ページ、５４ページよろしいですか。５５ページ、５６ページ。建

設課長。 

○建設課長（軍神 宏充君）  ５５ページです。８款１項１目１８節負担金補助金及び交付金の不

用額５０万５,４００円でございます。 

 主な内容は、下から２番目のブロック塀撤去費補助金につきまして、３件分の相談を受けてい

たところですが、昨年度執行までに至らず予算額４８万円ほどが不用額となっております。 

 ５６ページをお願いいたします。８款２項２目１１節の土地分筆登記手数料の不用額６７万

３,１４１円についてですが、こちらは突発的な用地買収に対応する費用としての残額です。 

 続いて、１４節町道新設改良工事費の不用額７８２万５,５１０円につきましては、入札の執

行残と工事の変更に対応するものとしての残額です。 

 最後に、３項１目１４節用排水路改良工事費の不用額２１万６,２００円につきましては、こ

ちらも突発的な修繕工事対応分としての残額でございます。 

 以上です。 

○議長（山本 定生君）  ５６ページよろしいですか。５７ページ、５８ページ。建設課長。 

○建設課長（軍神 宏充君）  ５７ページです。８款４項２目１０節需用費の不用額７７万

１,５６６円の主な内容につきましては、自治会要望などによる街灯の新設や蛍光灯の玉切れ時

に、照明器具をＬＥＤ化するための取替費用の残額でございます。 

 以上です。 

○議長（山本 定生君）  ５７ページ、５８ページ、よろしいですか。５９ページ、６０ページ。

福祉保険課長。 
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○福祉保険課長（友田 哲也君）  ５９ページをお願いいたします。 

 ８款５項１目住宅管理費の１４節工事請負費の４４万円についてご説明いたします。こちらの

工事費は、幸子団地の入居者の第三者行為に伴う現状復旧工事で、室内全域のクロスの張り替え、

廊下フローリングの一部張り替えなど、基本的な現状回復は入居者の関係者で実施していただき

ましたが、事件性の有無や福祉的な配慮が求められる案件であり、洗面台など一部新規設置工事

として緊急速やかに実施するということから、予備費を充用させていただきました。 

 以上でございます。 

○議長（山本 定生君）  ６０ページまでよろしいですか。６１ページ、６２ページ、６３ページ、

６４ページ。教務課長。 

○教務課長（石丸 順子君）  ６３ページをお願いいたします。 

 １０款１項教育総務費の２目事務局費です。１８節負担金補助及び交付金の不用額が１７８万

２,７３６円となっております。 

 主なものは説明の１番下、給食費助成金で、不用額は１３７万４,７２６円となっております。

給食の提供数がインフルエンザによる学級閉鎖や転出入により減少したことによります。 

 続いて６４ページをお願いいたします。 

 ２項小学校費１目学校管理費です。１０節需用費に予備費から９２万１,０００円を充用して

おります。空調設備の修繕料として充用したものです。令和５年８月２４日の大雨の際に、落雷

の影響で普通教室６教室と職員室の室外機と室内機が故障し、９月１日からの２学期の始業に向

けて早急に対応する必要があり、予備費を充用しての修繕を行いました。充用額は当初、故障が

判明しておりました、５教室と職員室分の９２万７,０００円についてで、最終的な修繕料は、

主要施策報告書の２３ページに記載しておりますが、１０５万４,９００円となっております。

なお当該需用費の不用額１２５万３,８６６円は、光熱水費の電気料の減によるものです。 

 以上でございます。 

○議長（山本 定生君）  ６４ページよろしいですね。６５ページ、６６ページ。教務課長。 

○教務課長（石丸 順子君）  ６６ページお願いいたします。 

 １目学校管理費１７節備品購入費に予備費から７７万円を充用しております。給食室の牛乳用

保冷庫が３月２１日に故障し、新年度の給食開始に向け、３月中の機器納品が必要であったため、

予算不足額を予備費から充用し、購入、整備をしたものです。 

 続いて、２目教育振興費１２節委託料に予備費から３０万９,０００円を充用しております。 

 小学校の児童に対し、日常的に英語に触れ、慣れ、親しみ、英語を身近に感じる機会を提供す

るために行っております外国語教育支援事業について、５年生の学級編制が当初予算計上時の

２クラスから３クラスに変わり、年間授業時間数が７１時間増えたことから事業費が増加したた
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め予備費を充用し、予算を確保して、例年どおり年度当初からの事業の開始をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（山本 定生君）  ６６ページまでよろしいですか。６７ページ、６８ページ。教務課長。 

○教務課長（石丸 順子君）  ６７ページです。 

 ３項中学校費１目学校管理費です。１８節負担金補助及び交付金の不用額２５１万円につきま

しては、２月の中学校組合議会を経まして、最終的な本町の負担額が決定されましたが、本町の

予算の補正予算が減額できなかったため、不用額となっております。また、この減額の大きな理

由は、光熱水費の電気料の減によるものです。 

 以上です。 

○議長（山本 定生君）  では、６８ページまでよろしいですか。６９ページ、７０ページ。教務

課長。 

○教務課長（石丸 順子君）  すみません、６７ページにすいません、戻ってください。 

 ４項社会教育費１目社会教育総務費です。１０節需用費に、公用車のガソリン代の不足のため、

４目フォーユー会館費から５万円を流用しております。 

 続けてよろしいでしょうか。 

○議長（山本 定生君）  いいですよ。 

○教務課長（石丸 順子君）  ６９ページ、お願いいたします。 

 ４項社会教育費４目フォーユー会館費、こちらが先ほどの流用いたしました５万円の記載と併

せまして、体育施設費に３万円を流用しておりますが、その内容については、流用先の款項目で

説明いたします。 

 以上です。 

○議長（山本 定生君）  ７０ページよろしいですか。７１ページ、７２ページ。教務課長。 

○教務課長（石丸 順子君）  ７１ページ、５項保健体育費２目体育施設費です。１０節需用費に、

常用草刈機用のガソリン代の不足のため、４目フォーユー会館費から３万円を流用しております。 

 なお、当該需用費の不用額１３６万４,５５４円は、光熱水費の電気料の減が要因しているも

のでございます。 

  以上でございます。 

○議長（山本 定生君）  ７２ページまでよろしいですか。それでは、７３ページ、７４ページ。

建設課長。 

○建設課長（軍神 宏充君）  １４款１項１目１４節山国川緑地公園施設災害復旧工事費の不用額

５３万７,５００円の主な内容につきましては、詳細設計や入札の執行残と工事の変更に対応す

るものとしての残額でございます。 
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 以上です。 

○議長（山本 定生君）  すいません。７４ページはありません。 

 以上で、決算書の内容について執行部からの説明が終わりました。 

 ここで暫時休憩いたします。再開は１３時といたします。 

午後０時02分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時00分再開 

○議長（山本 定生君）  休憩前に引き続き再開します。 

 次に、議案第４３号令和５年度吉富町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、

ページを追って質疑を行います。 

 決算書１ページをお開きください。１ぺージ、２ページ、３ページ、４ページ。 

 続きまして、事項別明細書１ページをお開きください。歳入１ページ、２ページ、３ページ、

４ページまで。 

 歳入全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  質疑なしと認めます。 

 次に、歳出に移ります。歳出５ページ、６ページ、７ページ、８ページ、９ページ、１０ペー

ジまで。 

 歳出全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  以上、歳入歳出全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  次に、実質収支に関する調書１１ページ。財産に関する調書１２ページ。 

 以上、決算書全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第４４号令和５年度吉富町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、

ページを追って質疑を行います。 

 決算書１ページをお開きください。１ページ、２ページ。 

 続きまして、事項別明細書１ページをお開きください。歳入１ページ、２ページまで。 

 歳入全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（山本 定生君）  次に、歳出に移ります。歳出３ページ、４ページまで。 

 歳出全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  以上、歳入歳出全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  次に、実質収支に関する調書５ページ。 

 以上、決算書全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第４５号令和５年度吉富町奨学金特別会計歳入歳出決算の認定について、ページを

追って質疑を行います。 

 決算書１ページをお開きください。１ページ、２ページ、３ページまで。 

 続きまして、事項別明細書１ページをお開きください。歳入１ページ、２ページまで。 

 歳入全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  次に、歳出に移ります。歳出３ページ。 

 歳出全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  以上、歳入歳出全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  次に、実質収支に関する調書４ページ。財産に関する調書５ページ。 

 以上、決算書全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第４６号令和５年度吉富町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、

ページを追って質疑を行います。 

 水道事業会計決算書の１ページをお開きください。 

 収益的収入及び支出の収入全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  支出全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  次に、２ページをお開きください。資本的収入及び支出の収入全般につ
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いて御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  支出全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  次に、３ページ、重要な会計方針に係る事項に関する注記。 

 次に、損益計算書、４ページ。剰余金計算書、５ページ。同じく５ページ、剰余金処分計算書

（案）。 

 次に、貸借対照表６ページ、資産の部、７ページ、資本の部まで。 

 以上、決算書全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第４７号令和５年度吉富町下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についてを

議題といたします。ページを追って質疑を行います。 

 下水道事業会計決算書の１ページをお開きください。 

 収益的収入及び支出の収入全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  支出全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  次に、２ページをお開きください。資本的収入及び支出の収入全般につ

いて御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  支出全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  次に、３ページ、重要な会計方針に係る事項に関する注記。 

 次に、損益計算書、４ページ。剰余金計算書、５ページ。同じく５ページ剰余金処分計算書

（案）。 

 次に、貸借対照表、６ページ、資産の部、７ページ、資本の部まで。 

 以上、決算書全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題になっております議案第４３号から議案第４７号までの５議

案は、それぞれの所管委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 



- 38 - 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  御異議なしと認めます。よって、議案第４３号令和５年度吉富町国民健

康保険特別会計歳入歳出決算の認定については、福祉産業建設委員会へ。議案第４４号令和５年

度吉富町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定については、福祉産業建設委員会へ。議案

第４５号令和５年度吉富町奨学金特別会計歳入歳出決算の認定については、総務文教委員会へ。

議案第４６号令和５年度吉富町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定については、福祉産業

建設委員会へ。議案第４７号令和５年度吉富町下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につ

いては、福祉産業建設委員会へ。 

 以上のとおり、それぞれの委員会へ付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１３．報告第５号 令和５年度吉富町健全化判断比率の報告について 

○議長（山本 定生君）  日程第１３、報告第５号令和５年度吉富町健全化判断比率の報告につい

てを議題といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  議案書１１ページをお願いいたします。 

 報告第５号令和５年度吉富町健全化判断比率の報告についてでございます。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、令和５年度吉富町健全

化判断比率を別紙監査委員の意見をつけて報告いたします。 

 健全化判断比率の４つの比率について御説明をいたします。 

 議案書１９ページを御覧ください。 

 まず、表の①実質赤字比率につきましては、令和５年度は黒字決算となっており、算定されな

いという状況ですので、横棒で表示をしております。早期健全化基準の１５.０％と比較すると、

これを大幅に下回っております。 

 次に、②連結実質赤字比率につきましても、令和５年度が黒字決算となっており、算定されな

いという状況ですので、同じく横棒で表示をしております。早期健全化基準の２０.０％と比較

すると、これを大きく下回っております。 

 次に、③実質公債費比率につきましては、令和５年度が８.９％となっておりまして、前年度

比０.５％の増となっております。これは３年平均の値でありまして、以前に比べ町債の元利償

還金の額などが増加をしているため、３年平均ではやや数値が上がりましたが単年では前年度の

値を少し下回っている状況でございます。早期健全化基準の２５.０％と比較をいたしますと、

これを大幅に下回っております。 

 最後に、④将来負担比率につきましては、基金の残高が増加したことなどにより、令和５年度
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は充当可能財源等が将来負担額を上回ったため、算定されないという状況ですので横棒で表示を

しております。早期健全化基準の３５０.０％と比較をいたしますと、これを大幅に下回ってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（山本 定生君）  次に、代表監査委員に監査の報告を求めます。是石英俊監査委員。 

○代表監査委員（是石 英俊君）  令和５年度吉富町健全化判断比率の報告について、地方公共団

体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により関係書類を監査した結果、その意見は

次のとおりであります。 

 審査対象は、令和５年度の財政健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

であります。 

 審査終了日は令和６年８月２６日であります。 

 財政指標の算定の基礎となった書類等を慎重に審査した結果、適正に作成され、法令等に照ら

し財政規模の算出過程に誤りがなく正確であると認めました。 

 詳細につきましては、審査意見書のとおりであり、それぞれの基準値を大幅に下回っており、

良好であると認めました。 

 令和６年９月３日、吉富町監査委員是石利彦、同是石英俊。 

○議長（山本 定生君）  以上で、報告説明を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１４．報告第６号 令和５年度吉富町水道事業会計資金不足比率の報告について 

○議長（山本 定生君）  日程第１４、報告第６号令和５年度吉富町水道事業会計資金不足比率の

報告についてを議題といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（奥家 照彦君）  議案書の２１ページをお願いいたします。 

 報告第６号令和５年度吉富町水道事業会計資金不足比率の報告についてでございます。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定

により、令和５年度吉富町水道事業会計資金不足比率につきましては、資金不足は発生せず算定

されませんでしたので、監査委員の意見をつけてその旨御報告いたします。 

 以上でございます。 

○議長（山本 定生君）  次に、代表監査委員に監査の報告を求めます。是石英俊監査委員。 

○代表監査委員（是石 英俊君）  令和５年度吉富町水道事業会計経営健全化審査意見について、

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、関係書類を監査した結

果、その意見は次のとおりであります。 
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 審査対象は、財政健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記録した書類でありまして、

審査終了日は、令和６年８月２６日であります。 

 財政指標の算定の基礎となった書類などを慎重に審査した結果、適正に作成され、法令などに

照らし財政規模の算定過程に誤りがなく正確であると認めました。 

 詳細につきましては、審査意見書のとおりであり、それぞれの基準値の２０％を大幅に下回っ

ており、良好であると認めました。 

 令和６年９月３日、吉富町監査委員是石利彦、同是石英俊。 

○議長（山本 定生君）  以上で、報告説明を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１５．報告第７号 令和５年度吉富町下水道事業会計資金不足比率の報告について 

○議長（山本 定生君）  日程第１５、報告第７号令和５年度吉富町下水道事業会計資金不足比率

の報告についてを議題といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（奥家 照彦君）  議案書の２３ページをお願いいたします。 

 報告第７号令和５年度吉富町下水道事業会計資金不足比率の報告についてでございます。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定

により、令和５年度吉富町下水道事業会計資金不足比率につきましては、資金不足は発生せず算

定されませんでしたので、監査委員の意見をつけてその旨御報告いたします。 

 以上でございます。 

○議長（山本 定生君）  次に、代表監査委員に監査の報告を求めます。是石英俊監査委員。 

○代表監査委員（是石 英俊君）  令和５年度吉富町下水道事業会計経営健全化審査意見について、

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、関係書類を監査した結

果、その意見は次のとおりです。 

 審査対象は、財政健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記録した書類でありまして、

審査終了日は令和６年８月２６日であります。 

 財政指標の算定の基礎となった書類などを慎重に審査した結果、適正に作成され、法令などに

照らし財政規模の算定過程に誤りがなく正確であると認めました。 

 詳細につきましては、審査意見書のとおりであり、それぞれの基準値の２０％を大幅に下回っ

ており良好であると認めました。 

 令和６年９月３日、吉富町監査委員是石利彦、同是石英俊。 

○議長（山本 定生君）  以上で報告説明を終わります。是石監査委員は退席されて結構でござい

ます。お疲れさまでございました。 
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 ここで、暫時休憩いたします。 

午後１時16分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時17分再開 

○議長（山本 定生君）  再開いたします。 

 日程第１５、報告第７号令和５年度吉富町下水道事業会計資金不足比率の報告についてを議

題癩癩じゃなかった、ごめんなさい。間違えました、すみません。次のページですね、失礼いた

しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１６．議案第４８号 令和６年度吉富町一般会計補正予算（第４号）について 

○議長（山本 定生君）  日程第１６、議案第４８号令和６年度吉富町一般会計補正予算（第

４号）についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第４８号については、本日の質疑を省

略し、予算決算委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  御異議なしと認めます。よって、議案第４８号令和６年度吉富町一般会

計補正予算（第４号）については、本日の質疑を省略し、予算決算委員会に付託することに決し

ました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１７．議案第４９号 令和６年度吉富町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

について 

○議長（山本 定生君）  日程第１７、議案第４９号令和６年度吉富町国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）についてを議題といたします。 

 これから、ページを追って質疑に入ります。補正予算書、準備よろしいでしょうか。いいです

か。 

 補正予算書１ページ。歳入２ページ。歳出３ページ。 

 次に、４ページ。事項別明細書、総括、歳入５ページ。同じく総括、歳出。 

 次に、６ページ。歳入全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  次に、歳出に入ります。７ページ。歳出全般について御質疑ありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（山本 定生君）  歳入歳出全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  以上、補正予算書全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第４９号は、福祉産業建設委員会に付

託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  御異議なしと認めます。よって、議案第４９号令和６年度吉富町国民健

康保険特別会計補正予算（第２号）については、福祉産業建設委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１８．議案第５０号 令和６年度吉富町水道事業会計補正予算（第２号）について 

○議長（山本 定生君）  日程第１８、議案第５０号令和６年度吉富町水道事業会計補正予算（第

２号）についてを議題といたします。 

 これから、ページを追って質疑に入ります。 

 補正予算書１ページ。補正予算実施計画書、収益的収入及び支出２ページ。資本的収入及び支

出、収入３ページ、支出４ページ。予定貸借対照表５ページ、６ページ、７ページまで。補正予

算実施計画明細書、収益的収入及び支出８ページ。資本的収入及び支出、収入９ページ、支出

１０ページ。 

 以上、補正予算書全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第５０号は、福祉産業建設委員会に付

託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５０号令和６年度吉富町水道事

業会計補正予算（第２号）については、福祉産業建設委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１９．議案第５１号 教育委員会委員の任命について 

○議長（山本 定生君）  日程第１９、議案第５１号教育委員会委員の任命についてを議題といた

します。 

 担当課長に内容の説明を求めます。総務財政課長。 
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○総務財政課長（奥本 仁志君）  それでは、議案書２８ページをお願いいたします。 

 議案第５１号教育委員会委員の任命について、吉富町教育委員会委員に次の者を任命したいの

で同意を求める。 

 住所、吉富町大字今吉３６６番地６。氏名、西村愛。平成２年１１月２８日生まれ。 

 令和６年９月３０日をもって任期が満了する益田真理子氏の後任として、西村愛氏を任命した

いので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求

めるものでございます。 

 西村氏は、長崎県長崎市の御出身で現在３３歳。県立広島大学を御卒業後、言語聴覚士として

長崎市の一般社団法人是真会長崎リハビリテーション病院に入職をされ、障害のあるお子さんや

成人・高齢者が住み慣れたところで、安心してその人らしく生き生きと生活できるようにと、リ

ハビリテーション業務に従事をされました。御結婚後に本町にお住まいになり、豊前総合法律事

務所に入職され勤務をする傍ら、平成３１年５月から令和６年３月まで、行橋市の一般社団法人

子どもサポートセンターで、言語聴覚士として子供たちの成長に関する言葉の療育について、サ

ポートを行ってこられました。 

 こうしたお仕事と併せて、小学生と未就学児の２人のお子さんの子育てをされる中で、人がそ

の人らしく生きるためにはどうすればよいのかを常に考えられ、そのためには教育が土台になる

との思いをお持ちであり、教育に強い関心を持っておられます。 

 お人柄はもちろんのこと、法律事務所の職員、言語聴覚士として御活躍をされた、これまでの

経験及び力量等も申し分なく、法の規定により含めることとされております、保護者の委員とし

て本町教育委員会の委員に適任であると考えております。 

 なお、任期は本年１０月１日から令和１０年９月３０日までの４年間となります。 

 以上で説明を終わります。御同意くださいますようお願いいたします。 

○議長（山本 定生君）  担当課長の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。本案に対して質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第５１号は、会議規則第３９条第３項

の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５１号は委員会付託を省略する

ことに決しました。 

 次に、討論に入ります。反対討論はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  討論なしと認めます。これにて質疑、討論を終わります。 

 これから本案を採決いたします。本案は原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５１号教育委員会委員の任命に

ついては、原案のとおり同意することに決しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２０．議案第５２号 福岡県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する協議

について 

○議長（山本 定生君）  日程第２０、議案第５２号福岡県後期高齢者医療広域連合規約の一部変

更に関する協議についてを議題といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。福祉保健課長。 

○福祉保険課長（友田 哲也君）  それでは、議案書の２９ページをお開きください。 

 議案第５２号福岡県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する協議についてでございま

す。 

 それでは、提案理由について御説明を申し上げます。議案書の３０ページと附属資料の

１１ページの新旧対照表も併せて御覧ください。 

 この改正は、国において行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律、いわゆるマイナンバー法の改正が行われ、マイナンバーカードと保険証の一体化により、

被保険者証と資格証明書が廃止されますことに伴い、令和６年１２月２日以降は、マイナンバー

カードをお持ちでない方へ資格確認書等が交付されることになります。 

 この改正に伴い、福岡県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する必要が生じたため、地

方自治法第２９１条の１１の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 それでは、新旧対照表を見ていただきながら御説明いたしますので、附属資料の１１ページを

お願いいたします。下線部分が今回の改正部分であります。 

 別表第１、第４条関係の区分１の関係市町村において行う事務、（２）と（３）の項中、被保

険者証及び資格証明書を資格確認書等に改正するものであります。法改正により、被保険者証と

資格証明書等を廃止し、資格確認書等を交付するための改正になります。 

 次に、議案書３０ページをお願いします。附則といたしまして、この規約は令和６年１２月

２日から施行するものでございます。 
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 以上で、説明を終わります。慎重に御審議の上、御議決くださいますようお願いいたします。 

○議長（山本 定生君）  担当課長の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。本案に対して質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第５２号は、会議規則第３９条第３項

の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５２号は委員会付託を省略する

ことに決しました。 

 次に、討論に入ります。反対討論はありませんか。岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  今回の規約の改正は、現行の被保険者証の廃止を前提としたもの

であり、被保険者証の継続を求める声が多い中、私も継続すべきだと考えるので、反対いたしま

す。 

○議長（山本 定生君）  賛成討論はありませんか。矢岡議員。 

○議員（９番 矢岡  匡君）  国に準ずる旨、大方の共通感覚を得ていると述べて、賛成討論と

いたします。 

○議長（山本 定生君）  反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 定生君）  討論なしと認めます。これにて質疑、討論を終わります。 

 これから本案を採決いたします。御異議がありますので、起立により採決いたします。 

 本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（山本 定生君）  結構です。起立多数であります。よって、議案第８２号福岡県後期高齢

者医療広域連合規約の一部変更に関する協議については、原案のとおり可決することに決しまし

た。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２１．報告第８号 経営状況の報告について（株式会社ツクローネ吉富） 

○議長（山本 定生君）  日程第２１、報告第８号経営状況の報告について（株式会社ツクローネ

吉富）を議題といたします。 
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 担当課長に内容の説明を求めます。副町長。 

○副町長（和才  薫君）  議案書の３１ページをお願いいたします。 

 報告第８号経営状況の報告についてです。令和５年度株式会社ツクローネ吉富の経営状況につ

いて、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により別紙のとおり報告する。別冊の株式会社ツ

クローネ吉富令和５年度事業報告書をお願いいたします。 

 事業報告書の１ページをお開きください。 

 １、事業の概要です。自主財源確保のため広告看板事業を軸とし、安定的な家賃収入を得るこ

とができました。地域貢献事業では、新規の観光事業として神楽体験ツアーを実施いたしました。

また、交流マルシェや特産品開発支援などの事業継承をするため、民間会社と共同企業体となり、

自走に向けて取組を行っております。 

 ２の事業の実施状況についてです。収益事業として、（１）のプロモーション事業と（２）の

代理店事業に取り組みました。（１）のプロモーション事業では、小犬丸交差点の野外広告看板

を５社と契約し、３６万６,０００円の売上げを計上しております。また、デジタル看板事業は

８社との契約で１３１万７,０００円の売上げとなっております。（２）の代理店事業では、新

電力代理店事業で、役場関連３件、民間家屋等２１件の契約により１１万３,０００円を売上げ

ております。（３）の空き家店舗利活用事業では、もつ鍋よし藤より、４月から２月にて５５万

円の家賃収入を得ています。 

 なお、本年の６月から契約をし、新たにこの８月８日より居酒屋１０３さんがオープンをして

いるところです。 

 次に、社会貢献事業として（４）の交流マルシェ開催支援として、これまでのマルシェ事業を

継続発展させ、町のＰＲ・創業者の掘り起こし等を行いました。（５）の特産品開発支援として、

地場産品の掘り起こしや商品のブラッシュアップに取り組みました。（６）の新たな観光地域づ

くり事業として神楽体験ツアーの実施等を行い、新たな観光ツーリズムの構築を図りました。 

 続いて、３ページの損益計算書をお願いいたします。 

 １の売上高は２４９万７,６７６円です。主な売上げは、先ほど御説明をいたしました、広告

看板事業や代理店事業、空き家店舗の家賃収入になります。 

 ２の売上原価につきまして、令和５年度の仕入れはございませんでした。 

 ３の販売費及び一般管理費３４６万５,５９６円の主な内容といたしましては、会議費、通信

費、デジタル看板の電気代、保険料、手数料などです。 

 ４の営業外収益は３００万１５円で、町の助成金と預金利子となっております。 

 この結果、一番下の令和５年度の当期純利益は１７９万４,７３９円となり、新たな体制によ

る人件費などの見直しを行ったことによるものです。 
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 続いて、４ページの貸借対照表をお願いします。 

 １の流動資産（１）、現金及び預金３１０万７,４３４円です。こちらにつきましては、前年

度の期末残高２０万８,５７１円に、補助金や売上げなどの５４９万７,６９１円を加えたものか

ら、事業費として２７１万１７６円を差し引いた額となっています。その主な経費といたしまし

ては、先ほどの損益計算書に計上されている販売費や一般管理費となっています。 

 ５ページをお願いいたします。 

 ３、固定資産台帳です。空き家をリノベーションした建物、土地、ＬＥＤビジョン等５種類の

資産を保有をしております。 

 続いて、１ページめくっていただき、令和６年度の事業計画を御説明いたします。 

 令和６年度の事業計画の１ページ目、中段２の事業実施計画についてです。 

 令和５年度に引き続き、自主財源の確保に向けた収益事業として、１のプロモーション事業か

ら、（３）の空き家店舗利活用事業に取り組みます。 

 また、地域貢献事業として、町からの事業継承を目標に、（４）の交流マルシェ開催支援と

（５）の特産品企画支援、（６）の新たな観光地域づくり事業について、令和５年度を継承しな

がらブラッシュアップを行い、かつ定着化を計画してまいります。 

 このように、設立時の目標にありますように、あらゆる地域活性化事業に取り組むことで、町

の魅力向上及び発展に資する事業展開を行っていく計画となっております。 

 ３ページ、４ページをお願いいたします。 

 収支計画としましては、収入の部として町の補助金３００万円に加え、その他と記載していま

すが、主軸となるＬＥＤ看板事業の拡大などを図り、２３０万円の売上高を見込んでいます。支

出の部では、今年の６月から新たに１名の取締役が選任をされ、人件費は引き続き２名の役員が

無報酬、１名は年間６０万円で事務及び経理を行う体制として見直しをされております。 

 以上のことから、収支バランスがとれ、本事業を十分に実施していける収支計画であると考え

ております。 

 以上で、株式会社ツクローネ吉富の経営状況の報告を終わります。 

○議長（山本 定生君）  以上で報告説明を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（山本 定生君）  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。長時間お疲れさまでした。 

午後１時38分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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